
（検査対象・方法）
〇経済社会活動を行うにあたり、「ワクチン・検査
パッケージ制度」又は「対象者全員検査」及び
民間にて自主的に行う検査結果を確認する取組のため
必要となる検査を無料化

○検査は薬局・民間検査機関等において原則対面
で実施

※ワクチン・検査パッケージ制度の適用は
原則として当面停止

（令和４年１月19日付基本的対処方針）

（検査対象・方法）
○左記に加え、都道府県知事が、特措法24条９項等に基づき、
「不安に感じる無症状者は、検査を受ける」ことを要請
した場合、これに応じて住民が受検する検査を無料化

○検査は薬局・民間検査機関等において原則対面
で実施

〇令和３年12月23日からオミクロン株の
市中感染等が確認された都道府県では

レベル２以下でも実施可能。
12月27日から隣接県にも適用。

PCR検査等無料化の概要

感染拡大傾向時の一般検査事業ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業

ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業については令和３年度内に限り支援。

• 「対象者全員検査」等の利用を促し、検査の受検を普及させるため、経済社会活動を行うにあたり必要にな
るPCR検査等を無料化。

• 感染拡大の傾向が見られる場合には、都道府県知事の判断により、幅広く感染不安などの理由によるPCR検
査等を無料化。原則、レベル２（警戒を強化すべきレベル）以上で実施。

感染拡大傾向時には、検査のネット
ワークを活用して対象拡大
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別紙



東京都PＣＲ等検査無料化事業について

無料検査事業実施に係る都の取組

〇実施事業者の登録

医療機関、薬局、衛生検査所等が対象

令和３年１２月１７日（金）から事業者募集を開始（令和４年２月２８日（月）まで）

令和４年 １月３１日（月）現在 約３３０拠点

〇無料検査事業に対する支援

無料検査に要する経費等について都が補助（１０／１０）

・検査等費用（例：検査キット原価）

・検査体制整備の初期投資への支援（例：設備・内装工事費、備品購入費）

〇ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業

目 的：飲食、イベント、旅行等に際して、陰性の検査結果を確認する必要がある場合に対応

対 象：陰性の検査結果を必要とする無症状の方（参加するイベント等の説明が必要）

実施期間：令和３年１２月２３日（木）から令和４年３月３１日（木）まで

〇感染拡大傾向時の一般検査事業

目 的：オミクロン株の市中感染が発生したことを受け、当面の間の措置として、特措法第２４条９項に基づき、

無料で検査を受けられるようにする。

対 象：感染リスクが高い環境にあるなど感染不安を感じる無症状の都民

実施期間：令和３年１２月２５日（土）から令和４年２月１３日（日）まで

無料検査事業の実施状況


